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世田谷区生活環境保全審査会 

いわゆる「ごみ屋敷」対策 対応流れ図（案） 

通常の苦情対応 
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世田谷区生活環

境保全対策会議 

（庁内会議） 
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地域住民の生活環境へ

の悪影響が看過できない

場合 

勧告を行っても改善しない、 

又はやむを得ない事情が 

ある場合 

全区的な連絡会（関係機関との連携） 

<支援策>情報の提供、消耗品の支給 

保健福祉サービスの活用、医師等との協力 

<支援策> 

片付け後の消毒等 

住民票、戸籍、 

福祉情報等の確認 

連携による対応を調整 

  いわゆる「ごみ屋敷」の解決にあたっては、環境保全課、各総合支所の地域

振興課、保健福祉関係所管等が連携し対応する。 
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＊居住者からの聞き取り等は、事案に 

よりタイミングを計り、実施する。 
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